
 
 
 
 

申請書類の記載要領 
（共同建て） 

 
平成17年4月 

 
 
 
 
 
 
 
 



１ 申請書の書き方  
○ 申請書は、「１ 申請書の書き方」及び「２ 申請書の書き方（補足）」をお読みのうえ記入してください。 
なお、書き方に不明の箇所がありましたら、検査機関へお問い合わせください。 

○ 太線枠内のみを記入してください。（※印のある欄については、申請者は記入しないでください。） 
書類の記入ミスや記入漏れはトラブルや手戻りの原因になりますので注意してください。 

○ 現場検査申請書等についても、下記の記載要領を参考にして記入してください。 

設計検査申請書 

第一面（共通書式） 

 

 

年工　　期 着工予定日 平成 年竣工予定日 平成

　※維持管理基準確認の条件［共同建ての場合］　　△□有　　□無

なお、当申請書及び添付図書等に記載の事項は、事実に相違ありません。
公庫の定める技術基準、手続き等を了承し、以下のとおり設計検査を申請します。

　電話番号　（　　　　　　）－（　　　　　　）－（　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　申請者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　,

建設の場所（地名地番）

申請日

　現 住 所

平成　　  年　  　月  　　日検査機関名

[適新工第１号書式]

（公庫証券化支援事業（新築住宅）

設計検査申請書

（第一面）

　（合格年月日及び番号）

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

殿

　郵便番号　〒（　　　　－　　　　）

申請者

TEL.

第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 号

※備考欄

担当者 （　 　　　　）

月 日

）

－

日月

郵便番号・住所

名称・電話番号 －

※判定欄

照会先

区分

※検査機関受付欄 ※検査者氏名 ※整理簿記入照合欄

△□1.設計者　　　 　□2.工事監理者　　 　　□3.工事請負業者
　 □4.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　〒

連絡事項

郵便番号・住所 　〒

注文住宅・分譲住宅の区分 △□1.注文住宅　　　□2.分譲住宅

建築主
建築主名

申請住宅の具体的内容に詳しい
担当者の連絡先等を記入してく
ださい。 

計画に関する変更内容その他連
絡事項がある場合は記入してく
ださい。 

※印のある欄は記入しないでく
ださい。 

地番については、全ての地番を
記入してください。 

 
財団法人ベターリビング 
理事長 那 珂  正 様  

住宅金融公庫の定める技術基準、手続き等並びに財団法人ベターリビング住宅金融公庫の適合証明業務規程及び同適合証明業務約款を了承す

るとともに、申請書第二面に記載された個人情報の取扱いについて同意の上、下記のとおり設計検査を申請します。また、当申請書及び添付図

書等に記載の事項は、事実に相違ありません。  
なお、申請にかかる手数料として、財団法人ベターリビング住宅金融公庫の適合証明業務手数料規程に基づき算定され、引受承諾書に明示さ

れた額を支払います。 

 

申請日をご記入ください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  第三面［共同建て］ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

１　管理規約の対象となる建物、敷地、共用部分及び附属施設の範囲

２　区分所有者が、次に掲げる費用を納入しなければならないこと。

(1)　管理費

(2)　修繕積立金（特別修繕費）

３　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に要する経費に充当する場合に修繕積立金を取り崩すことができること。

　　なお、修繕積立金を取り崩すことができる事項を規定する場合には、次に掲げるもののうちいずれかに限る。

　(1)　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

(2)　敷地、共用部分及び附属施設の変更

(3)　劣化診断

(4)　長期修繕計画の作成及び見直し

(5)　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査

(6)　(1)から(5)に掲げるものに準ずる管理

４　修繕積立金は、管理費と区分して経理されなければならないこと。

５　管理組合が管理する敷地、共用部分及び附属施設の修繕及び変更は、管理組合の業務であること。

６　集会の議決事項（次の事項のすべてを規定する場合に限る。）

(1)　収支決算

(2)　収支予算

(3)　管理費、修繕積立金及び使用料の額並びに賦課徴収方法

(4)　３に規定されている修繕又は特別に必要となる管理に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し

　敷 地 面 積

（公庫証券化支援事業（新築住宅））

[適新工第１号書式]

　工         法

　構　　  　 造

設計検査申請書

　建物の名称

（第ニ面）［共同建て］

○建物の概要

(     　　　　　                                    )

△□1.有
 　□2.無

棟

　戸　　　　数

㎡

戸

階 地下地上

　棟　　 　　数

．

．

  建物の床面積
住宅部分

．非住宅部分

「管理規約案に規定する事項」

長期修繕計画書案  　□計画期間が20年以上である。

管  理  規  約  案

　設計登録住宅の場合
　 会 社 名

　「公庫マンション情報登録機関」への物件登録
　の有無(「有」の場合は下記の「維持管理」欄の
　記入は不要です。)

　 □「管理規約案に規定する事項」に掲げる事項のすべてを規定している。

㎡

　※管理規約案及び長期修繕計画書案を作成している場合は以下について記入してください。

維
持
管
理

㎡

　 承認番号

階

　戸 建 型 式 　 □4.共同建て

(                      　　　　　                   )

△□3.準耐火
 　□5.耐火　

△□1.在来木造  □2.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ（木質系）  □3.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ（鉄骨系）  □4.ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ（ｺﾝｸﾘｰﾄ系）
 　□5.枠組壁工法(ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ工法)   □6.丸太組構法  □7.鉄骨造・RC造等

　階　     　数

（第三面）[共同建て] 
構造については、該当する記号
の□欄をチェックしてくださ
い。 

「建物の床面積」欄には、下記
の面積を記入してください。 
①「住宅部分」とは、住宅の専
有面積の合計のことです。また、
住宅の専有面積には、共用部分
の持分、バルコニーの面積は含
みません。なお、パイプスペー
ス等の面積については、原則と
して専有面積に含めますが、隣
接住戸と共用する場合又は改め
口が共用部分側にある場合は含
めません。 
②「非住宅部分」とは、同一棟
内にある店舗、事務所等の専用
使用に係る部分（通路を含む）
の面積のことです。専有面積に
含めなかった住戸内部のＰＳ
（ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ）、ＭＢ（ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸ
ｽ）等を記入する必要はありませ
ん。 

団地全体の敷地面積を記入して
ください。 

建物の名称は、建物が特定でき

「工法」欄については該当する
番号の□欄をチェックし、プレ
ハブ等の場合で設計登録住宅
（公庫があらかじめ工法等につ
いて登録を行った住宅）である
場合は、「設計登録住宅の場合」
欄の「会社名」及び「承認番号」
を記入してください。 

るような名称を記入してくださ
い（例 ○○マンション）。 

ください。 

管理規約案及び長期修繕計画書
案が記載内容に該当する場合に
ついては、□欄をチェックして

 
 
 
 
 
 
 
 



  第四面［共同建て］ 
 
 

 
 

 
   [適新工第１号書式]

（第三面）［共同建て］

㎡㎡. 戸 .

○住戸タイプ別床面積表
【申請部分】

住戸
間取り 住宅番号

戸数 計
（ｂ） （ａ）×（ｂ）

１戸当たりの
積（ａ）

8 0 . 0 2 ㎡ 2 0 戸 1 6 0 0 . 4 0 ㎡

. ㎡ 戸 . ㎡

. ㎡ 戸 . ㎡

. ㎡ 戸 . ㎡

. ㎡ 戸 . ㎡

. ㎡ 戸 . ㎡

. ㎡ 戸 . ㎡

. ㎡ 戸 . ㎡

. ㎡ 戸 . ㎡

. ㎡ 戸 . ㎡

. ㎡ 戸 . ㎡

. ㎡ 戸 . ㎡

. ㎡ 戸 . ㎡

. ㎡ .戸 ㎡

. ㎡

.

. ㎡ 戸

㎡戸

戸数 計
（ｂ） （ａ）×（ｂ）

り 住宅番号
１戸当たりの
床面積（ａ）

. 戸 .㎡ ㎡

戸 ㎡.

戸 . ㎡

設計検査申請書
（公庫証券化支援事業（新築住宅））

合　計

合　計

㎡.

（第四面）[共同建て] 

タイプ名 床面

（記入例）
3LDK

101 102 103 104 201 202 203 204 301 302

Ａタイプ 303 304 401 402 403 404 501 502 503 504

【申請外部分】

タイプ名
住戸

間取

住戸タイプごとに、間取り、住
宅番号、１戸当たりの床面積、
戸数、計を記入してください。 

１戸当たりの床面積には、住戸
タイプごとの住宅の専有面積を
記入してください。また、住宅
の専有面積には、共用部分の持
分、バルコニーの面積は含みま
せん。なお、パイプスペース等
の面積については、原則として
専有面積に含めますが、隣接住
戸と共用する場合又は改め口が
共用部分側にある場合は含めま
せん。 

非住宅がある場合は、住戸タイ
プ名欄に、非住宅である旨を記
入し、間取り欄に、店舗、事務
所等の使用方法を記入してくだ
さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

維持管理基準適合確認申請書 
  第一面 

 

 

 

申請日をご記入ください。

地番については、全ての地番を
記入してください。 

※設計検査時に維持管理基準の
確認を受けなかった場合は、販
売開始までに、当該書式にて維
持管理基準適合確認の手続きが

 

 

 

 

 

 

必要になります。 

※印のある欄は記入しないでく
ださい。 

連絡事項

郵便番号・住所 　〒

－

（第一面）

公庫の定める技術基準、手続き等を了承し、以下のとおり維持管理基準適合確認を申請します。
なお、当申請書及び添付図書等に記載の事項は、事実に相違ありません。

照会先

名称・電話番号 担当者 （　 　　　　）

区分
△□1.設計者　　　 　□2.工事監理者　　 　　□3.工事請負業者
　 □4.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建物の名称

平成 年 月

第　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 号

年 月

※備考欄

販売開始予定日

日

日

竣工予定日 平成

（第　　　　　　　　　号） 設計検査合格日

　（合格年月日及び番号）

平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

TEL. －

※検査機関受付欄 ※検査者氏名 ※整理簿記入照合欄 ※判定欄

日年平成

月

月

年

　申請者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,

建設の場所（地名地番）

工　　期 着工予定日 平成 日

　郵便番号

平成　　  年　  　月  　　日

　電話番号　（　　　　　　）－（　　　　　　）－（　　　　　　）

申請者

[適新工第３ 維持管理基準適合確認申請書
（公庫証券化支援事業（新築住宅））

申請日検査機関名 殿

建築主
建築主名

郵便番号・住所 　〒

号書式]

住宅金融公庫の定める技術基準、手続き等並びに財団法人ベターリビング住宅金融公庫の適合証明業務規程及び同適合証明業務約款を了承す

び添付図書等に記載の事項は、事実に相違ありません。  
とともに、申請書第二面に記載された個人情報の取扱いについて同意の上、下記のとおり維持管理基準適合確認を申請します。また、当申請書及

る

　〒（　　　　－　　　　）

　現 住 所

申請住宅の具体的内容に詳しい
担当者の連絡先等を記入してく
ださい。 

 
財団法人ベターリビング 
理事長 那 珂  正 様 

なお、申請にかかる手数料として、財団法人ベターリビング住宅金融公庫の適合証明業務手数料規程に基づき算定され、引受承諾書に明示され

た額を支払います。 

 



  第三面 

 

 
２ 申請書の書き方（補足）

管理規約案及び長期修繕計画書
案が記載内容に該当する場合に
ついては、□欄をチェックして
ください。 

  
(1)  

(2)  第一面は戸建型式にかかわらず共通書式です。

の２種類があります。 

(3) △印の欄は、該当する□欄をチェック（ ）してください。 

(4)  「建物の床面積」欄について 

「建物の床面積」欄には、下記に該当する部分の床面積（面積は小数点第３位以下を切り捨て、小数点第 

２位まで）を記入してください。 

 。 

にある場合は含めません。 

用使用に係る部分(通路を含む)の面積のことで

戸内部のＰＳ(ﾊﾟｲﾌﾟｽﾍﾟｰｽ)、ＭＢ(ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ)等を記入する必要はありません。 

(5) 

該当する番号の□欄をチェック（ ）してください。 

根などをいう。以下同じ。）を建築基準法上の

準耐 の防火性能を備えた住

宅

② の耐火構造とした住宅です。鉄筋コンクリート造の住宅

(6) 「

設計検査申請書、現場検査申請書及び維持管理基準適合確認申請書は、正副の２通作成してください。 

第三面以降は戸建型式により、［一戸建て等］と［共同建て］

① 「住宅部分」とは、住宅の専有面積のことです

また、住宅の専有面積には、共用部分の持分、バルコニーの面積は含みません。 

なお、パイプスペース等の面積については、原則として専有面積に含めますが、隣接住戸と共用する場合又

は改め口が共用部分側

② 「非住宅部分」とは、同一棟内にある店舗、事務所等の専

す。専有面積に含めなかった住

「構造」欄について 

「構造」欄には、下記に基づいて

① 「３．準耐火」とは、主要構造部（壁、柱、床、梁、屋

火構造とした住宅、またはツーバイフォー住宅やプレハブ住宅のうち公庫承認

等が該当します。 

 「５．耐火」とは、主要構造部を建築基準法上

等が該当します。 

照会先」欄は、申請住宅の具体的内容に詳しい担当者の連絡先等を記入してください。 

 

１　管理規約の対象となる建物、敷地、共用部分及び附属施設の範

と。

囲

２　区分所有者が、次に掲げる費用を納入しなければならないこ

(1)　管理費

(2)　修繕積立金（特別修繕費）

３　一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に要する経費に充当する場合に修繕積立金を取り崩すことができること。

　　なお、修繕積立金を取り崩すことができる事項を規定する場合には、次に掲げるもののうちいずれかに限る。

　(1)　不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕

(2)　敷地、共用部分及び附属施設の変更

(3)　劣化診断

(4)　長期修繕計画の作成及び見直し

(5)　建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査

(6)　(1)から(5)に掲げるものに準ずる管理

４　修繕積立金は、管理費と区分して経理されなければならないこと。

５　管理組合が管理する敷地、共用部分及び附属施設の修繕及び変更は、管理組合の業務であること。

６　集会の議決事項（次の事項のすべてを規定する場合に限る。）

(1)　収支決算

(2)　収支予算

(3)　管理費、特別修繕費及び使用料の額並びに賦課徴収方法

(4)　３に規定されている修繕又は特別に必要となる管理に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し

長期修繕計画書案    □計画期間が20年以上である。

   □「管理規約案に規定する事項」に掲げる事項のすべてを規定している。

「管理規約案に規定する事項」

管  理  規  約  案

　「公庫マンシ
　の有無(「有」の
　記入は不要です。)

[

ョン情報登録機関」への物件登録
場合は下記の「維持管理」欄の

適新工第３号書式]

△□1.有
 　□2.無

維
持
管
理

維持管理基準適合確認申請書

（第ニ面）

（公庫証券化支援事業（新築住宅））

（第三面） 


